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(57)【要約】
【課題】加湿ユニットを通過する空気量を増やして十分
な加湿量を得ることができる空気清浄機を提供する。
【解決手段】通風路１０において脱臭ユニット２３と加
湿ユニット２４とが前後方向に重なって配置されていな
い箇所のおける空気経路中に案内部材３０を配置するこ
とによって導風路５０が形成されることで、空気の流れ
Ｆ２や空気の流れＦ５のように、脱臭フィルタ２３ａの
み通過して加湿フィルタ２４ａを通過しない空気流路を
なくし、この空気流路を流れる空気を、空気の流れＦ３
や空気の流れＦ６のように加湿フィルタ２４ａに導くこ
とができる。これにより、加湿フィルタ２４ａを通過す
る空気量を増やして、十分な加湿量を得ることができる
。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体内部に空気を吸い込む空気吸込口と、筐体内部から外部へ空気を吹き出す空気吹出
口と、前記空気吸込口から吸い込んだ空気を前記空気吹出口へ導く通風路を備える本体部
を有し、
　前記通風路に、同通風路に取り込んだ空気を清浄する空気清浄ユニットと、取り込んだ
空気を加湿する加湿ユニットと、送風機を備えた空気清浄機であって、
　前記空気清浄ユニットが前記加湿ユニットより上流側に配置され、
　前記通風路内に、前記空気清浄ユニットを通過した空気の一部を前記加湿ユニットに導
く導風路を形成したことを特徴とする空気清浄機。
【請求項２】
　前記空気清浄ユニットの一部と前記加湿ユニットの一部が、空気の流れ方向に重ねて配
置され、
　前記導風路は、前記空気清浄ユニットの下流側であって、前記加湿ユニットの周囲に形
成される、
　ことを特徴とする請求項１に記載の空気清浄機。
【請求項３】
　前記導風路は、遮蔽部と導風部で構成される案内部材によって形成され、
　前記遮蔽部は、前記通風路における空気の流れ方向に交差するように配置され、
　前記導風部は、前記通風路における空気の流れ方向に沿って配置される、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の空気清浄機。
【請求項４】
　前記空気清浄ユニットと前記加湿ユニットは間隔を空けて配置されており、
　前記導風部は、同導風部の上流側端部が前記加湿ユニットの上流側に臨む面より上流側
に突き出さないように形成あるいは配置される、
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項３に記載の空気清浄機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気清浄機に関わり、特に加湿機能を有する空気清浄機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、加湿機能を備えた空気清浄機としては、例えば特許文献１に記載のものが知られ
ている。特許文献１に記載の空気清浄機は、吸込口と吹出口を有する本体筐体内部に、空
気の流れにおける上流側（吸込口側）から下流側（吹出口側）に向かう順に、空気清浄フ
ィルタユニット（集塵ユニットや脱臭ユニット）と、空気を加湿する気化フィルタ（加湿
ユニット）と、送風ファンが配置されている。気化フィルタは、空気清浄フィルタユニッ
トの下側の一部と重なるように配置されている。
【０００３】
　上記のように、気化フィルタは空気清浄フィルタユニットの一部と重なるように配置さ
れているため、送風ファンの回転により吸込口から本体筐体内部に取り込まれた空気は、
その一部が空気清浄フィルタユニットのみを通過して除塵され、残部が空気清浄フィルタ
ユニット、気化フィルタの順に通過して除塵・加湿される。そして、除塵のみなされた空
気と除塵・加湿された空気とが、送風ファンの回転により吹出口から本体筐体外部に吹き
出される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１０２３０号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１に記載の空気清浄機は、空気清浄フィルタユニットと気化フィルタ
の両方を通過する空気流路の通風抵抗の方が、空気清浄フィルタユニットのみを通過する
空気流路の通風抵抗より大きくなる。従って、通風抵抗の大きい空気流路を流れる空気量
、すなわち、空気清浄フィルタユニットと気化フィルタの両方を通過する空気量が少なく
なるので、気化フィルタを通過する空気量が少なくなって空気の加湿量が減少するという
問題があった。
【０００６】
　本発明は以上述べた問題点を解決し、加湿ユニットを通過する空気量を増やして十分な
加湿量を得ることができる空気清浄機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は上述の課題を解決するものであって、本発明の空気清浄機は、筐体内部に空気
を吸い込む空気吸込口と、筐体内部から外部へ空気を吹き出す空気吹出口と、空気吸込口
から吸い込んだ空気を空気吹出口へ導く通風路を備える本体部を有し、通風路には、この
通風路に取り込んだ空気を清浄する空気清浄ユニットと、取り込んだ空気を加湿する加湿
ユニットと、送風機を備えている。空気清浄ユニットが加湿ユニットより上流側に配置さ
れ、通風路内に空気清浄ユニットを通過した空気の一部を加湿ユニットに導く導風路を形
成している。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の空気清浄機は、脱臭ユニットを通過した後加湿ユニットを通過せずに下流側に
向かう空気の少なくとも一部を導風路を介して加湿ユニットに導くので、加湿ユニットを
通過する空気量が増えて十分な加湿量を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態における、空気清浄機の外観斜視図である。
【図２】本発明の実施形態における、空気清浄機の上面図である。
【図３】図１におけるＰ－Ｐ断面図である。
【図４】本発明の実施形態における、案内部材の説明図であり、（Ａ）は外観斜視図、（
Ｂ）は（Ａ）における矢視Ｄ図、（Ｃ）は（Ａ）における矢視Ｓ図である。
【図５】空気清浄機を後方斜めから見た要部外観斜視図である。
【図６】図５におけるＱ－Ｑ断面を拡大した図面であり、（Ａ）は案内部材がない場合を
、（Ｂ）は案内部材がある場合を示している。
【図７】図５におけるＲ－Ｒ断面を拡大した図面であり、（Ａ）は案内部材がない場合を
、（Ｂ）は案内部材がある場合を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態を、添付図面に基づいて詳細に説明する。尚、本発明は以下
の実施形態に限定されることはなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲で種々変形すること
が可能である。
【実施例】
【００１１】
　図１および図２に示すように、本発明の実施形態における空気清浄機１は、各々合成樹
脂材で形成された天面パネル１１ａ、右側面パネル１１ｂ、左側面パネル１１ｃ、底部１
１ｄ、前面パネル１２、フロントパネル１３およびリアパネル１４で略直方体状に形成さ
れた本体部１１を有する。
【００１２】
　天面パネル１１ａと前面パネル１２の上端部１２ａとフロントパネル１３の上端部１３
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ｅとリアパネル１４の上端部１４ｅで形成される面が本体部１１の上面である。右側面パ
ネル１１ｂと前面パネル１２の右側端部１２ｂとフロントパネル１３の右側端部１３ｆと
リアパネル１４の右側端部１４ｆとで形成される面が本体部１１の右側面である。左側面
パネル１１ｃと前面パネル１２の左側端部１２ｃとフロントパネル１３の左側端部１３ｇ
とリアパネル１４の左側端部１４ｇとで形成される面が本体部１１の左側面である。底部
１１ｄとフロントパネル１３の下端部１３ｈとリアパネル１４の下端部１４ｈとで形成さ
れる面が本体部１１の底面である。
【００１３】
　尚、以降の説明において、必要に応じ本体部１１の前面パネル１２側を前面側、本体部
１１のリアパネル１４側を背面側、本体部１１の右側面パネル１１ｂ側を右側、本体部１
１の左側面パネル１１ｃ側を左側と称する。
【００１４】
　フロントパネル１３は、前面パネル１２の前方に配置される。フロントパネル１３と前
面パネル１２との間には、上下／左右に４カ所の隙間が形成される。本体部１１の上面の
前方に形成される隙間が上面吸込口１３ａ、本体部１１の右側面の前方に形成される隙間
が右側面吸込口１３ｂ、本体部１１の左側面の前方に形成される隙間が左側面吸込口１３
ｃ、本体部１１の底面の前方に形成される隙間が底面吸込口１３ｄとされる。
【００１５】
　また、本体部１１とリアパネル１４との間には、上／左右に３か所の隙間が形成される
。本体部１１の上面の後方に形成される隙間が上面吹出口１４ａ、本体部１１の右側面の
後方に形成される隙間が右側面吹出口１４ｂ、本体部１１の左側面の後方に形成される隙
間が左側面吹出口１４ｃとされる。
【００１６】
　空気清浄機１では、上面吸込口１３ａ、右側面吸込口１３ｂ、左側面吸込口１３ｃ、お
よび底面吸込口１３ｄから本体部１１の内部に吸い込んだ空気を、上面吹出口１４ａ、右
側面吹出口１４ｂ、および左側面吹出口１４ｃから部屋に吹き出す間に、空気の除塵・加
湿および脱臭が行われる。
【００１７】
　上面吸込口１３ａ、右側面吸込口１３ｂ、左側面吸込口１３ｃ、および底面吸込口１３
ｄと、上面吹出口１４ａ、右側面吹出口１４ｂ、および左側面吹出口１４ｃとを連通する
、図３に示す本体部１１内部の空間が、本発明の空気清浄機１における通風路１０である
。尚、以下の説明では、必要に応じて通風路１０における各空気吸込口１３ａ～１３ｄ側
を上流側、各空気吹出口１４ａ～１４ｃ側を下流側として説明する。
【００１８】
　空気清浄機１の本体部１１の上面には、上面吸込口１３ａの一部を覆うように操作部１
５が設けられている。操作部１５は、電源ボタンや運転モード切り換えボタン等の空気清
浄機１を操作するボタンが配置されるとともに、空気清浄機１の運転状態や図示しない塵
埃センサ等の検出部における検出結果を表示する表示部が配置されている。
【００１９】
　また、図３に示すように、空気清浄機１の底部１１ｄには４個のキャスター４０（図３
では、このうち２個を図示）が設けられている。４個のキャスター４０は、底部１１ｄの
前面側と背面側に２個ずつ配置されるとともに、前面側と背面側の各々２個のキャスター
４０は底部１１ｄの左右方向の中心を境として左右に対象となる位置に配置されており、
キャスター４０が回転することで空気清浄機１が左右方向に移動可能となっている。
【００２０】
　通風路１０には、上流側から下流側に向かって順に、プレフィルタ２１、集塵ユニット
２２、本発明の空気清浄ユニットである脱臭ユニット２３、加湿ユニット２４、送風機２
５が配置されている。また、脱臭ユニット２３と加湿ユニット２４の間に案内部材３０が
配置されている。
【００２１】
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　プレフィルタ２１は、例えば糸状のＰＥＴ材を編みこんで網目構造としたものであり、
各空気吸込口１３ａ～１３ｄから本体部１１内部に吸い込まれる空気に含まれる塵埃を捕
捉する。
【００２２】
　集塵ユニット２２は、第１電気集塵機２２ａと第２電気集塵機２２ｂとで構成されてい
る。第１電気集塵機２２ａと第２電気集塵機２２ｂは、通風路１０におけるプレフィルタ
２１と脱臭ユニット２３の間に配置される仕切板１６に上下方向に並べて配置されている
。第１電気集塵機２２ａおよび第２電気集塵機２２ｂは、各々が合成樹脂材で箱型に形成
された筐体を有し、各々の筐体内部には、図示しない放電電極と集塵電極が設けられてい
る。また、第１電気集塵機２２ａおよび第２電気集塵機２２ｂは、各々の筐体前面（通風
路１０の上流側に臨む面）に集塵口２２ａａおよび集塵口２２ｂａを備えている。第１電
気集塵機２２ａおよび第２電気集塵機２２ｂは、集塵口２２ａａおよび集塵口２２ｂａか
ら取り込んだ空気に含まれるプレフィルタ２１で除去できなかった細かな塵埃や花粉等を
、放電電極によるコロナ放電により発生させたイオンによって帯電させ、帯電した塵埃や
花粉等を集塵電極で捕捉する。
【００２３】
　脱臭ユニット２３は、脱臭フィルタ２３ａと加熱部２３ｂと保持部２３ｃを有する。脱
臭フィルタ２３ａは、例えば、平板材と波形に連続屈曲した屈曲材とを交互に積層してな
る波形構造やハニカム構造のような多孔構造の基材を円板状に形成してなり、図示は省略
するが例えばセラミックやアルミニウム等で形成された基材の表面に、臭気成分を吸着し
て分解する触媒層を設けたものである。加熱部２３ｂは、ＰＴＣヒータと、放熱板と、断
熱材と、これらを収納するケースで構成されており、略三角形状に形成されて脱臭フィル
タ２３ａの前面側および背面側の一部を覆うように配置される。
【００２４】
　保持部２３ｃは、合成樹脂材で略四方形状に形成されて脱臭フィルタ２３ａと加熱部２
３ｂを通風路１０中に保持するものであり、通風部２３ｃａと補強部材２３ｃｂを有する
。通風部２３ｃａは、脱臭フィルタ２３ａの直径寸法に対応した直径寸法を有する貫通孔
であり、脱臭フィルタ２３ａを通過した空気を通風路１０の下流側に導く。補強部材２３
ｃｂは、合成樹脂材で断面が略四方形状の板状に形成されており、通風部２３ｃａの直径
部に水平に配置されて保持部２３ｃ（通風部２３ｃａ）の変形を防ぐ。
【００２５】
　脱臭フィルタ２３ａの脱臭能力を再生するときは、加熱部２３ｂにより覆われた脱臭フ
ィルタ２３ａの一部を加熱する。図示しないモータによって脱臭フィルタ２３ａを回転さ
せながら脱臭フィルタ２３ａを加熱することによって、脱臭フィルタ２３ａの触媒層に吸
着されていた臭気成分の分解が促進され、脱臭フィルタ２３ａの脱臭能力が再生される。
【００２６】
　加湿ユニット２４は、加湿フィルタ２４ａと水を貯留する貯水タンク２４ｂを有する。
加湿フィルタ２４ａは、円板状に形成されてその一部が貯水タンク２４ｂに溜められた水
に浸った状態で回転軸により回転可能に支持されており、図示しないモータにより回転す
るようになっている。
【００２７】
　図３に示すように、加湿ユニット２４は底部１１ｄに設置されており、加湿フィルタ２
４ａの略上側半分と、脱臭ユニット２３の脱臭フィルタ２３ａの略下側半分が、通風路１
０における上流側から下流側に向かう方向に重なるように配置される。尚、図１に示すよ
うに、本体部１１の右側面には、加湿ユニット２４の配置に対応した位置に扉１７が設け
られており、扉１７の内側には、加湿フィルタ２４ａと貯水タンク２４ｂと貯水タンク２
４ｂに水を供給する図示しない給水タンクが収められている。この給水タンクに水を補充
する場合や、清掃・取替え等といった加湿ユニット２４のメンテナンスを行う場合には、
扉１７を開閉して、給水タンクへの水の補充や加湿ユニット２４の着脱が行えるようにな
っている。
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【００２８】
　送風機２５は、ターボファン２５ａとファンモータ２５ｂを有する。ターボファン２５
ａは、合成樹脂材で形成されており、ファンモータ２５ｂの出力軸に接続されている。フ
ァンモータ２５ｂは回転数可変であり、ファンモータ２５ｂが回転することでターボファ
ン２５ａも回転し、ターボファン２５ａの回転によって、各空気吸込口１３ａ～１３ｄか
ら空気清浄機１の内部へ空気が流入し、空気清浄機１の内部から各空気吹出口１４ａ～１
４ｃを経て空気が流出する。
【００２９】
　案内部材３０は、前述したように、脱臭ユニット２３と加湿ユニット２４の間に配置さ
れており、より具体的には、図３および図５に示すように、脱臭ユニット２３の脱臭フィ
ルタ２３ａの下流側、かつ、加湿ユニット２４の上方左側面側に配置されている。尚、図
５は、空気清浄機１を右後方斜めから見た要部外観斜視図であり、リアパネル１４と送風
機２５は図示していない。
【００３０】
　案内部材３０は合成樹脂材で形成されており、図４に示すように、遮蔽部３１と、第１
導風部３２と、第２導風部３３を有する。遮蔽部３１は板状に形成されており、上辺３１
ａと右辺３１ｂと左辺３１ｃと下辺３１ｄを有する。遮蔽部３１は、案内部材３０を空気
清浄機１に取り付ける際に、図５に示すように補強部材２３ｃｂおよび保持部２３ｃの図
示しない取付部に固定されて、通風路１０における空気の流れに対し略直交するような配
置となる。
【００３１】
　上辺３１ａと右辺３１ｂは各々直線状に形成され、上辺３１ａと右辺３１ｂがなす角度
は略直角となるように形成されている。
【００３２】
　下辺３１ｄは、加湿ユニット２４の加湿フィルタ２４ａの外周面の形状に応じた円弧形
状に形成されている。下辺３１ｄには、第１導風部３２が下辺３１ｄから上流側に延びる
ように設けられており、第１導風部３２の上流側の先端が上流側先端３２ａとされている
。図５に示すように、第１導風部３２は、加湿フィルタ２４ａの外周面の形状に応じた円
弧形状に形成されており、第１導風部３２の長さについては加湿フィルタ２４ａの外周面
を略８分の１覆う程度の長さとされている。また、図６（Ｂ）および図７（Ｂ）に示すよ
うに、案内部材３０を空気清浄機１に取り付けたときに、第１導風部３２が加湿フィルタ
２４ａの外周面と所定の間隔である隙間Ｓ１を隔てるように案内部材３０の位置決めがさ
れている。また、図６（Ｂ）に示すように、第１導風部３２の上流側先端３２ａが加湿フ
ィルタ２４ａの上流側に臨む面である空気流入面２４ａ１より下流側となるように、第１
導風部３２が形成されている。
【００３３】
　左辺３１ｃは、図４に示すように、保持部２３ｃの通風部２３ｃａの内周面形状に応じ
た円弧形状に形成されている。左辺３１ｃより少し内側の箇所には、第２導風部３３が遮
蔽部３１から上流側に延びるように設けられており、第２導風部３３の上流側の先端が上
流側先端３３ａとされている。図５に示すように、第２導風部３３は、保持部２３ｃの通
風部２３ｃａの内周面形状に応じた円弧形状に形成されており、第２導風部３３の長さに
ついては通風部２３ｃａの内周面を略８分の１覆う程度の長さとされている。図７（Ｂ）
に示すように、案内部材３０を空気清浄機１に取り付けたときに、第２導風部３３が通風
部２３ｃａの内周面と所定の間隔Ｓ２を隔てるように案内部材３０の位置決めがされてい
る。また、図４、図６（Ｂ）および図７（Ｂ）に示すように、第２導風部３３の前後方向
の長さは第１導風部３２の前後方向と同じ長さとされている。そして、図４（Ａ）および
（Ｂ）に示すように、第２導風部３３の下端は第１導風部３２の下端と接続されている。
【００３４】
　次に、図３乃至図７を用いて、以上説明した構成を有する空気清浄機１が運転を行った
ときの、各構成部品の動作と空気の流れについて説明するとともに、案内部材３０が奏す
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る効果について説明する。ここで、図６は、図５における断面Ｑ－Ｑを拡大した図であり
、（Ａ）は案内部材３０を設けない場合の空気の流れ（矢印Ｆ１、Ｆ２）を示し、（Ｂ）
は案内部材３０を設けた場合の空気の流れ（矢印Ｆ１、Ｆ３）を示している。また、図７
は、図５における断面Ｒ－Ｒを拡大した図であり、（Ａ）は案内部材３０を設けない場合
の空気の流れ（矢印Ｆ４、Ｆ５）を示し、（Ｂ）は案内部材３０を設けた場合の空気の流
れ（矢印Ｆ４、Ｆ６）を示している。尚、図６および図７では、案内部材３０が空気の流
れにどのように作用するのかを説明するために必要な構成以外のものの描画を省略してい
る。
【００３５】
　空気清浄機１が運転を開始すると、送風機２５が駆動するとともに、集塵ユニット２２
の第１電気集塵機２２ａおよび第２電気集塵機２２ｂに通電が開始される。また、空気清
浄とともに空気の加湿を行う場合は、加湿ユニット２４の加湿フィルタ２４ａが回転を開
始する。送風機２５が駆動すると、上面吸込口１３ａ、右側面吸込口１３ｂ、左側面吸込
口１３ｃ、および底面吸込口１３ｄの各空気吸込口１３ａ～１３ｄから通風路１０に空気
が吸い込まれる。
【００３６】
　まずは、通風路１０に案内部材３０を設けない場合の、通風路１０における空気の流れ
について説明する。
【００３７】
　通風路１０に吸い込まれた空気は、次の３つの空気経路で下流側（送風機２５側）に向
かって流れる。１つ目の空気経路は、脱臭ユニット２３の下部と加湿ユニット２４の上部
とが前後方向に重なって配置される箇所を通る経路（図６に中段経路Ｍとして描画。以降
、中段経路Ｍと記載）であり、中段経路Ｍでは、プレフィルタ２１→集塵ユニット２２→
脱臭ユニット２３→加湿ユニット２４の順に空気が通過する。２つ目の空気経路は、脱臭
ユニット２３と加湿ユニット２４とが前後方向に重ならない箇所のうち加湿ユニット２４
の上方を通る経路（図６に上段経路Ｕとして描画。以降、上段経路Ｕと記載）であり、上
段経路Ｕでは、プレフィルタ２１→集塵ユニット２２→脱臭ユニット２３の順に空気が通
過する。３つ目の空気経路は、脱臭ユニット２３と加湿ユニット２４とが前後方向に重な
らない箇所のうち脱臭ユニット２３より下方を通る経路（図６に下段経路Ｌとして描画。
以降、下段経路Ｌと記載）であり、下段経路Ｌでは、プレフィルタ２１→集塵ユニット２
２→加湿ユニット２４の順に空気が通過する。
【００３８】
　上述した各経路を通って通風路１０を空気が流れると、プレフィルタ２１および通電さ
れている集塵ユニット２２では、吸い込まれた空気に含まれる塵埃や花粉が除去される。
また、脱臭ユニット２３では、吸い込まれた空気に含まれる臭気成分が除去される。また
、加湿ユニット２４では、吸い込まれた空気が加湿される。通風路１０を流れる際に除塵
・脱臭および加湿された空気は、送風機２５の駆動によって上面吹出口１４ａ、右側面吹
出口１４ｂ、および左側面吹出口１４ｃの各空気吹出口から空気清浄機１の外部に吹き出
される。
【００３９】
　次に、通風路１０に案内部材３０を設けた場合の、通風路１０における空気の流れにつ
いて説明する。
【００４０】
　案内部材３０は、図３および図５を用いて先に説明したように、補強部材２３ｃｂに取
り付けられることによって、脱臭ユニット２３の脱臭フィルタ２３ａの下流側であって、
加湿ユニット２４の上方左側面側に配置される。つまり、案内部材３０は、前述した３つ
の経路のうちの上段経路Ｕ中に配置される。このように上段経路Ｕ中に案内部材３０が配
置されることによって、上段経路Ｕを流れる空気の一部が加湿ユニット２４に導かれる。
つまり、案内部材３０と補強部材２３ｃｂで囲まれる領域で、上段経路Ｕと中段経路Ｍを
繋ぐ本発明の導風路５０が形成される。
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【００４１】
　以下では、図６および図７を用いて、導風路５０によって、上段経路Ｕを流れる空気の
一部がどのようにして中段経路Ｍに導かれるのかを詳細に説明する。
【００４２】
　図６（Ａ）および図７（Ａ）に示すのは、通風路１０に案内部材３０が設けられていな
い場合の空気の流れであり、図６（Ａ）では、中段経路Ｍを流れる空気を矢印Ｆ１で示し
、上段経路Ｕを流れる空気を矢印Ｆ２で示している。また、図７（Ａ）では、左右方向の
中央部付近すなわち脱臭フィルタ２３ａと加湿フィルタ２４ａが重ねて配置される箇所を
流れる空気を矢印Ｆ４で示し、脱臭フィルタ２３ａのみ通過して加湿フィルタ２４ａの外
周部の左側を流れる空気を矢印Ｆ５で示している。ここで、上段経路Ｕを流れる空気Ｆ２
や図７（Ａ）における空気Ｆ５、すなわち、脱臭フィルタ２３ａのみ通過する空気量は、
加湿フィルタ２４ａが円板形状であることから、脱臭フィルタ２３ａの中心（図７でＣ／
Ｌと記載）から左側に行く程多くなる。つまり、中央部から左側にいく程加湿フィルタ２
４ａによって加湿される空気量が少なくなる。
【００４３】
　これに対し、図６（Ｂ）および図７（Ｂ）に示すように、通風路１０に案内部材３０が
設けられて導風路５０が形成される場合は、図６（Ａ）に矢印Ｆ２で示す上段経路Ｕを流
れる空気が図６（Ｂ）に矢印Ｆ３で示すように、また、図７（Ａ）に矢印Ｆ５で示す空気
の流れが図７（Ｂ）に矢印Ｆ６で示すように、脱臭フィルタ２３ａの中央部から左側にお
いて上段経路Ｕから導風路を経て中段経路Ｍへと流れ加湿フィルタ２４ａを通過して加湿
されて下流側へ流れていく。従って、加湿フィルタ２４ａによって加湿される空気量が増
加する。
【００４４】
　また、第１導風部３２は、加湿フィルタ２４ａの外周面から図６（Ｂ）および図７（Ｂ
）に示す隙間Ｓ１で隔てられるように、遮蔽部３１の下端部に位置決めされている。この
ため、第１導風部３２と加湿フィルタ２４ａの外周面の隙間Ｓ１を通過する空気量はごく
僅かであり、脱臭フィルタ２３ａを通過して第１導風部３２と加湿フィルタ２４ａの外周
面の間に到達した空気の大部分が加湿フィルタ２４ａに向かって流れる。尚、本実施形態
では、案内部材３０の下辺３１ｄに第１導風部３２を設けているが、本発明はこれに限ら
れない。すなわち、隙間Ｓ１を通過する空気量が問題とならなければ、第１導風部３２を
設けなくてもよい。
【００４５】
　また、前述したように、第１導風部３２の上流側先端３２ａが加湿フィルタ２４ａの上
流側に臨む面である空気流入面２４ａ１より下流側となるように、第１導風部３２が形成
されているため、図６（Ｂ）で示す空気の流れＦ３を第１導風部３２が妨げることがない
。
【００４６】
　また、第２導風部３３は、通風部２３ｃａの内周面から図７（Ｂ）に示す隙間Ｓ２で隔
てられるように、遮蔽部３１の左端部に位置決めされている。このため、第２導風部３３
と通風部２３ｃａの内周面の隙間Ｓ２を通過する空気量はごく僅かであり、脱臭フィルタ
２３ａを通過して第２導風部３３と通風部２３ｃａの内周面の隙間Ｓ２に到達した空気の
大部分が加湿フィルタ２４ａに向かって流れる。尚、本実施形態では、案内部材３０の左
辺３１ｃに第２導風部３３を設けているが、本発明はこれに限らない。すなわち、隙間Ｓ
２を通過する空気量が問題とならなければ、第２導風部３３を設けなくてもよい。
【００４７】
　以上説明したように、通風路１０において脱臭ユニット２３と加湿ユニット２４とが前
後方向に重なって配置されていない箇所のおける空気経路中に案内部材３０を配置するこ
とによって導風路５０が形成されることで、図６（Ａ）の空気の流れＦ２や図７（Ａ）の
空気の流れＦ５のように、脱臭フィルタ２３ａのみ通過して加湿フィルタ２４ａを通過し
ない空気流路をなくし、この空気流路を流れる空気を、図６（Ｂ）の空気の流れＦ３や図
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、加湿フィルタ２４ａを通過する空気量を増やして、十分な加湿量を得ることができる。
【００４８】
　尚、以上説明した実施形態では、案内部材３０の遮蔽部３１を補強部材２３ｃｂに固定
しているが、この補強部材２３ｃｂは、前述したように案内部材３０とともに導風路５０
を形成している。従って、脱臭ユニット２３の保持部２３ｃに補強部材２３ｃａがない場
合は、案内部材３０の遮蔽部３１の上端部から上流側に向かって突出するように第３導風
部を設けて、案内部材３０のみで導風路５０を形成するとともに上述した補強部材２３ｃ
ｂが果たしている役目を担わせればよい。
【００４９】
　また、以上説明した実施形態では、案内部材３０は脱臭フィルタ２３ａの下流側であっ
て、加湿ユニット２４の上方かつ加湿フィルタ２４ａの左右方向の対象中心軸より左側に
配置されているが、これに加えて、案内部材３０と左右対称形状となる案内部材を、脱臭
フィルタ２３ａの下流側かつ加湿ユニット２４の上方右側面側に配置してもよい。このよ
うに左右に案内部材を配置すれば導風路が左右２カ所に形成されるので、案内部材を１つ
配置することで導風路を１つ設ける場合と比べてより多くの空気を加湿ユニット２４ａに
流すことができて空気の加湿量がより多くなる。
【００５０】
　また、以上説明した実施形態では、空気清浄ユニットが脱臭ユニットである場合につい
て説明したが、これに限るものではなく、空気清浄ユニットが加湿ユニットの上流側に配
置されている集塵ユニットであってもよい。
【符号の説明】
【００５１】
　１　空気清浄機
　１０　通風路
　１１　本体部
　１７　扉
　２２　集塵ユニット
　２３　脱臭ユニット
　２３ａ　脱臭フィルタ
　２３ｂ　加熱部
　２３ｃ　保持部
　２３ｃａ　通風部
　２３ｃｂ　補強部材
　２４　加湿ユニット
　２４ａ　加湿フィルタ
　２５　送風機
　３０　案内部材
　３１　遮蔽部
　３１ａ　上辺
　３１ｂ　右辺
　３１ｃ　左辺
　３１ｄ　下辺
　３２　第１導風部
　３３　第２導風部
　５０　導風路
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